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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）に基づく保護変更決定処分及び保護停止決定処分

に係る各審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとお

り答申する。  

 

第１  審査会の結論  

 本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件各審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し、令和元年９月１９日付けで行った保

護変更決定処分（以下「本件変更処分」という。）及び令和元年

１０月２日付けで行った保護停止決定処分（以下「本件停止処分」

といい、本件変更処分と併せて「本件各処分」という。）につい

て、それぞれの取消しを求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 請求人は、要するに、以下の理由から、本件各処分の違法性及

び不当性を主張しているものと解される。  

 現住居に係る月々の家賃は、契約書により、代理納付が指定さ

れている。  

本件処分により、１０月末までに支払うべき（１１月分の）家

賃のほかに、９月末までに支払わなければならない１０月分の家

賃を支払うよう本件会社から連絡を受けてしまった。さらに、１

０月分の家賃のほかに保証会社から手数料（５５０円）を上乗せ
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された督促状まで受け取ることになってしまった。  

せっかく、自立した生活を始めることができた、その初月に、

いきなり、家賃２か月分を負担せよとは、あまりに大きな負担で

ある。  

 代理納付による納付時期の特例は、あくまで、処分庁と本件会

社とのものであり、請求人は、一切、通知を受けておらず、請求

人に責任はない。  

よって、現住居に係る１０月分の家賃（９月末日までの支払義

務分）は、処分庁の支援対象であり、併せて、手数料（５５０円）

については、処分庁の対応により発生したものであるから、処分

庁が負担すべきである。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件各審査請求はいずれも理由がないから、行政不服審査法４

５条２項の規定を適用して棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は本件諮問について、以下のように審議した。     

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ２年  ７月１０日  諮問  

令和  ２年  ９月１８日  審議（第４７回第２部会）  

令和  ２年１０月２３日  審議（第４８回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

 １  法令等の定め  

⑴  保護の補足性及び保護の基準について  

  法４条１項の規定によれば、保護は、生活に困窮する者が、

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限
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度の生活の維持のために活用することを要件として行われる

とされている。  

  そして、法８条１項の規定によれば、保護は厚生労働大臣の

定める基準（保護基準）により測定した要保護者の需要を基と

し、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない

不足分を補う程度において行うものとされている。  

  したがって、就労に伴う収入あるいは就労に伴う収入以外の

収入がある場合には、その収入額は、当該受給者の収入として

認定されることになり、当該受給者の保護の基準とされた金額

から控除されることになる。  

また、地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づ

く法の処理基準である「生活保護法による保護の実施要領につ

いて」（昭和３６年４月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務

次官通知。以下「次官通知」という。）第１０によれば、「保護

の要否及び程度は、原則として、当該世帯につき認定した最低

生活費と次官通知第８によって認定した収入との対比によっ

て決定すること。」とされている。  

⑵  職権による保護の変更について  

法２５条２項及び同項が準用する２４条４項の規定によれ

ば、保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、

保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をも

ってその決定を行い、決定の理由を付した書面をもって、これ

を被保護者に通知しなければならないとされている。  

⑶  保護の停止又は廃止について  

法２６条の規定によれば、保護の実施機関は､被保護者が保

護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃

止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければ

ならないとされている。  

そして、地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基

づく法の処理基準である「生活保護法による保護の実施要領の
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取扱いについて」（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省

社会局保護課長通知）第１０・問１２（答）１・⑵によれば、

「保護を停止すべき場合」として、「当該世帯における定期収

入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、一応

保護を要しなくなったと認められるがその状態が今後継続す

ることについて、なお確実性を欠くため、若干期間その世帯の

生活状況の経過を観察する必要があるとき。」が挙げられてい

る。  

⑷  収入申告義務について  

法６１条の規定によれば、被保護者は、収入、支出その他   

生計の状況について変動があったときは、すみやかに、福祉事

務所長にその旨を届け出なければならないとされている。  

⑸  住宅扶助の支払方法及び代理納付について  

  法１４条の規定によれば、住宅扶助は、困窮のため最低限度

の生活を維持することのできない者に対して、住居又は補修そ

の他住宅の維持のために必要なものの範囲内において行われる

とされている。  

  また、法３３条４項の規定によれば、住宅扶助のための保護

金品は、世帯主又はこれに準ずるものに対して交付するものと

するとされている。  

  そして、法３７条の２及び法施行令３条の規定によれば、保

護の実施機関は、法３３条４項の保護金品について、法１４条

各号に掲げる事項の提供に関する債権を有する者に対して、被

保護者に代わり、支払うことができるとされ、当該支払があっ

た場合は、被保護者に対して保護金品の交付があったものとみ

なすとされている。  

２  本件各処分について  

⑴  処分庁は、請求人から本件就労先に就労する予定であるとの
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本件就職届出書が提出されたことから、その記載内容を確認し

たところ、就労収入の予定額から必要経費等を控除した額（１

３１，６００円）が、令和元年１０月の請求人の最低生活費に

相当すると判断したことから、請求人の同月分の保護費の支給

額を０円に変更する旨の保護変更処分を決定し（本件変更処分）、

その旨、請求人宛てに通知したことが認められる。  

⑵  そして、処分庁は、請求人から本件収入申告書等が提出され

たことから、収入認定を行った上で、令和元年１０月分の要否

判定を行ったところ、収入認定額（１７２，４６９円）が同月

の請求人の最低生活費（１４０，８２２円）を明らかに上回る

ことから、請求人の保護を停止することを決定し（本件停止処

分）、その旨、要否判定書の写しを添えて請求人宛てに通知し

たことが認められる。  

⑶  以上のことから、本件各処分はいずれも、上記１の法令等の

規定に則り、適正になされた処分であると認められ、違算等も

認められないから、本件各処分に、違法又は不当な点を認める

ことはできない。  

 ３  請求人の主張について  

請求人は、上記第３のことから、本件各処分の違法、不当を主

張するが、上記２のとおり、本件各処分は、本件就職届出書及び

本件収入申告書等が提出されたことから、処分庁が、それらの内

容を確認した上で、上記１の法令等の規定に基づきそれぞれ行っ

たものであり、また、請求人の給与収入によれば、保護の必要性

が認められないことについては、関係記録上も明らかなのである

から、請求人の主張をもって、本件各処分の取消理由とすること

はできない。  

なお、請求人は、処分庁により、令和元年１０月分の現住居に

係る家賃及び保険料の支払がなされていないとして、本件各処分
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の取消しを求めているが、そもそも同月分の家賃等は同月分の保

護費の対象となるものであるところ、請求人は、本件収入認定額

が最低生活費を上回るとして同月分から保護費の支給が停止され

ている。また、住宅扶助費の支給時期については、法に支給日に

関する具体的な定めがなく、その具体的な支給時期をどうするか

については、生活保護行政の効率性や公平性を確保する必要もあ

るから、保護の実施機関の合理的な裁量に委ねられていると解さ

れているため（平成２７年６月２４日横浜地方裁判所判決同旨。

判例地方自治４１２号１６頁参照）、請求人に係る住宅扶助費に

ついて、処分庁が、毎月初めの保護費の支給時期に当月分の家賃

に相当する金額を代理納付により支給する取扱いを行ってきたこ

とは、処分庁の合理的な裁量の範囲内での取扱いであったものと

認められる。  

よって、この点に関する請求人の主張をもって、本件各処分の

取消理由とすることはできないというほかない。  

 ４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件各処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  


